
 

 

 

 

 

野々市市スポーツ推進計画 

概要版 

 

 

 

 

 

 

令和４年９月 

 

野々市市教育委員会



1 
 

【他計画との関係】 

 

（１）はじめに 

平成 23（2011）年に国が制定した「スポーツ基本法」では、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは

全ての人々の権利であり、スポーツは青少年の健全育成や地域社会の再生、長寿社会の実現、心身の健康の保持増

進など、多面にわたる役割を担うとされています。 

また、スポーツ基本法の理念を実現するため、国は令和４（2022）年に「第３期スポーツ基本計画」を策定し、

一人一人がスポーツの価値を享受できる社会の構築に向けた具体的な施策を示しました。 

一方、本市では、これまで野々市市教育ユニバーサルプラン（教育振興基本計画）のスポーツに関する部分を本

市のスポーツ推進計画と位置づけ、スポーツ推進施策を展開してきました。 

また、令和３（2021）年度に策定した「野々市市体育施設整備実施計画」において、既存の市内体育施設の今後

の方向性や野々市中央公園の拡張区域に新設する体育施設について、具体的に検討しました。 

今後、既存の体育施設や新設する体育施設を最大限に有効活用することで、これまでのスポーツ経験の有無に関

わらず、すべての市民がいつでも、どこでも、いつまでもスポーツに取り組むことができる環境を構築し、本市の

スポーツ施策をより一層総合的かつ計画的に実施するため、具体的な実行計画として「野々市市スポーツ推進計

画」を策定します。 

 

（２）計画の位置づけ 

本計画は野々市市第二次総合計画及び第３次野々市市教育ユニバーサルプランに掲げる目標を実現するための具

体的な取り組み等を定めた個別計画とします。 

また、本計画はスポーツ基本法に定める地方スポーツ推進計画とし、国の「第３期スポーツ基本計画」及び「石

川県スポーツ推進計画 2021」を参酌します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ＳＤＧｓとの関係 

本計画はＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）で示す 17の目標のうち、「３ すべての人に健康と福祉を」「４ 

質の高い教育をみんなに」「17 パートナーシップで目標を達成しよう」の３つの目標に資するものです。 

また、本計画における取り組みの推進を通じて、「誰一人取り残さない」というＳＤＧｓの基本理念の実現をめ

ざします。 

（４）計画期間 

本計画の期間は策定の日（令和４（2022）年度）から令和 13（2031）年度までの 10年間とします。 

なお、新たに発生した課題や社会情勢等の変化に柔軟に対応するため、計画期間中も必要に応じて見直しを行い

ます。 

 

（５）スポーツの定義 

本計画においては、スポーツを幅広く捉え、競技スポーツだけでなく、散歩やジョギング、レクリエーション、

子どもの遊びなど、レベルや内容に関わらず、体を動かすすべての運動を含むものとします。 

また、自らが体を動かして行う「する」スポーツ、他者の競技を観戦する「みる」スポーツ、監督・コーチなど

の指導者、スポーツ大会の審判やスタッフ、プロスポーツのサポーターとして参加する「ささえる」スポーツなど

もスポーツ活動の一つと捉えます。 

 

第２章 本市におけるスポーツ活動の現状と課題 

（１）市内体育施設の利用者数 

 本市には 14の体育施設（市民体育館、スポーツセンターなど）、一般市民にも開放された７つの小中学校の体

育施設（運動場・体育館）が立地しています。 

市内体育施設の利用者数については、平成 30（2018）年度までは増加傾向にありましたが、新型コロナウイル

ス感染症拡大後の令和２（2020）年度からは大きく減少しています。 

 

市内体育施設の利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の種類 

利用者数（人） 

H24 

（2012） 

H25 

（2013） 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

R1 

（2019） 

R2 

（2020） 

R3 

（2021） 

市体育施設 285,430 288,429 295,858 312,023 323,397 322,219 320,402 308,360 219,109 200,881 

学校体育施設 80,334 87,716 93,002 95,353 96,601 96,803 88,538 81,412 68,947 76,650 
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野々市市第二次総合計画 

第３次野々市市教育ユニバーサルプラン（教育振興基本計画） 

野々市市スポーツ推進計画 

【県】 

石川県スポーツ推進計画 2021 

【国】 

スポーツ基本法 

第３期スポーツ基本計画 

第１章 計画の策定にあたって 
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（２）体育協会・スポーツ少年団・スポーツクラブの会員数 

本市には野々市市体育協会（32団体）、野々市市スポーツ少年団（17団体）、野々市市スポーツクラブ※１（36

団体）が存在しています。それぞれの会員数について平成 24（2012）年度と令和３（2021）年度を比較すると、

スポーツ少年団で会員数が増加していますが、体育協会とスポーツクラブにおいては会員数が減少しており、特

に、成人の会員が多数を占める体育協会、スポーツクラブにおいては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始

まった令和元（2019）年度をピークに会員数の減少が顕著になっています。 

スポーツ少年団の団員数が増えている要因としては、本市では現在も中学生以下の子どもの人口が増加傾向にあ

ること、体育協会とスポーツクラブの会員数が減少している要因としては、新型コロナウイルス感染症の拡大によ

るスポーツ離れや、高齢者の増加によるスポーツ団体加入者の減少が考えられます。 

 

※１ 市教育委員会の認定を受けたスポーツ団体 

 

各団体の会員数・指導者数 

 

（３）課題 

市内体育施設の利用者数については、令和元（2019）年度まで増加傾向にありましたが、新型コロナウイルス感

染症の影響で、令和２（2020）年度・令和３（2021）年度の利用者数は大きく減少しています。 

このため、新型コロナウイルス感染症への対策を取りながら、市民がこれまでどおり体を動かすことができるよ

う、スポーツ活動を推進する必要があります。 

また、本市の人口については、子どもの人口が増加傾向にありますが、高齢化が進んでいる状況でもあり、子ど

もの増加と高齢化の進行は、それぞれスポーツ少年団の会員数増加と体育協会、スポーツクラブの会員数減少につ

ながっていると想定されます。 

このため、子どものスポーツ需要の高まりに対応するとともに、高齢者もスポーツに取り組みやすい環境を作

り、若年層から高齢者まで、性別や障害の有無に関係なく、市民の誰もがいつでも、どこでも、いつまでもスポー

ツに取り組むことのできる環境を推進する必要があります。 

 

 

 

 

 

第３章 本計画の基本的な考え方 

スポーツ基本法におけるスポーツの意義や目的等を踏まえ、本市のスポーツ推進に関する基本的な考え方や、本

計画に基づく施策及び評価の在り方を次のとおり定めます。 

 

（１）基本理念 

「スポーツでもっと楽しく みんなの笑顔が輝くまち ののいち」 

 

スポーツは、人生をより豊かに、充実させるものであり、「する」「みる」「ささえる」といった様々な形で、

すべての人が自発的にスポーツ活動に参加する権利を持っています。 

また、スポーツ活動は個人の心身の健康の保持や増進をもたらすとともに、スポーツ活動を通じて感じる楽しさ

や喜びは、個人だけでなく、地域社会へ活力を与えるものでもあります。 

本市では、スポーツ活動の推進により市民の心身の健康増進を図るとともに、スポーツを通じて笑顔が輝く活力

ある地域づくりを基本理念とします。 

 

（２）基本目標 

基本理念を実現するためには、すべての市民がスポーツに取り組むことのできる環境を整える必要があります。

若年層から高齢者まで、年齢、性別、障害の有無に関わらず、市民がいつでも、どこでも、いつまでもスポーツに

取り組むことのできる環境を構築し、「誰もが気軽にスポーツに親しみ、充実したスポーツ活動ができるまち」を

めざします。 

 

（３）基本方針 

「１．生涯スポーツの普及と振興」 

生涯スポーツを推進するため、年齢や性別、障害の有無に関係なく、市民の誰もが気軽に参加でき、スポーツを

楽しめる機会を提供します。 

ウオーキングやジョギング、レクリエーション等の軽スポーツに関する事業を展開し、市民がスポーツに取り組

むきっかけを作ります。 

また、ニュースポーツ※２の研究や体験会、大会といった事業を継続的に行い、多くの市民にニュースポーツを

体験してもらうことで関心を高め、スポーツに関わる市民の拡大を図ります。 

さらに、様々な団体と連携し、スポーツ教室や講習会を開催することで、市民が運動に取り組みやすい環境を整

備します。 

 

※２ ペタンクやグラウンドゴルフなど、誰でも参加できることを目的として新しく考案されたスポーツの総称。 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 

人数 

H24 

（2012） 

H25 

（2013） 

H26 

（2014） 

H27 

（2015） 

H28 

（2016） 

H29 

（2017） 

H30 

（2018） 

R1 

（2019） 

R2 

（2020） 

R3 

（2021） 

体育協会 1,186 1,222 1,232 1,252 1,261 1,273 1,271 1,302 1,262 1,161 

スポーツ少年団 

（団員） 
537 504 576 614 592 567 573 546 539 589 

スポーツ少年団 

（指導者） 
114 120 136 147 156 177 176 173 164 152 

スポーツクラブ 1,031 981 937 906 912 886 966 903 916 866 
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「２．スポーツ団体の育成」 

スポーツを取り巻く環境は日々変化しており、現在では様々なスポーツが存在することから、市民が多種多様な

スポーツ活動を行うために、スポーツ団体等と連携・協力した指導者の育成に努めます。 

また、市民がスポーツ団体に加入することは、定期的にスポーツ活動を行う市民の増加、ひいては本市のスポー

ツ活動のさらなる推進につながるため、本市のスポーツ活動推進の中心的な役割を担う存在として、野々市市スポ

ーツ協会の設立を支援します。 

さらに、大学やプロスポーツチームとの連携による競技力の強化を図ります。 

 

「３．スポーツ施設の利用促進と整備」 

市民がいつでも・どこでもスポーツに親しめるよう、スポーツ活動の拠点となる施設の環境整備・充実を図り、

市スポーツ施設の利用を促進します。 

 

 

 

 

 

本市におけるスポーツ推進のイメージ 

 

 

基本目標 誰もが気軽にスポーツに親しみ、充実したスポーツ活動ができるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 本計画における取り組み 

第３章で示した３つの基本方針を達成するため、それぞれの基本方針における主な取り組みと具体的な取り組み

のテーマを定め、本市のスポーツ活動を推進します。 

また、適切にスポーツ施策を推進するための評価基準として、それぞれの基本方針に対応した成果指標を定めま

す。 

 

※３ 市が開催または委託するスポーツ教室 

※４ 市教育委員会の認定を受けたスポーツ団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 主な取り組み 成果指標 

１．生涯スポーツの普及と

振興 

（１）生涯スポーツの推進 

・市スポーツ教室※３開催数 

・市スポーツクラブ※４登録数 

（２）高齢者のスポーツ活動促進 

（３）女性のスポーツ参加の促進 

（４）障害者スポーツの推進 

（５）市民の自主的なスポーツ活動の参加促進 

（６）スポーツに関わりを持つ市民の増加 

２．スポーツ団体の育成 

（１）指導者の育成と指導力の向上 

・指導者・市民講習会参加者数 

・県民スポーツ大会参加競技数 
（２）選手の発掘や競技力の向上 

（３）スポーツ協会の設立支援及び自主運営 

３．スポーツ施設の利用促

進と整備 

（１）市民に開かれた施設活用 

・市スポーツ施設利用者数 （２）スポーツ施設・学校体育施設の計画的な運用 

（３）スポーツ施設の計画的な整備 

基本理念 スポーツでもっと楽しく みんなの笑顔が輝くまち ののいち 

生涯スポーツの普及と振興 スポーツ団体の育成 スポーツ施設の利用促進と整備 

各種取り組み 
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１．生涯スポーツの普及と振興 

 

（１）生涯スポーツの推進 

市民の誰もが気軽に参加できるよう、スポーツ推進委員協議会等の各種スポーツ団体と連携しつつ、ウオーキ

ングやジョギングといった軽スポーツの事業やニュースポーツの体験会、大会を開催し、生涯スポーツを推進し

ます。 

 

［具体的な取り組み］ 

テーマ 内容 

スポーツに取り組むきっかけ作り事

業の企画、実施 

ウオーキングやジョギングを健康増進のための軽スポーツとして

推奨し、市民がスポーツに取り組むきっかけとなるウオーキング

教室等の事業を展開することで、健康スポーツを推進します。 

いしかわスポーツマイレージアプリ※

５等を活用し、市民がウオーキングな

どの軽運動に取り組みやすい環境の

創出 

市民がスポーツに取り組むきっかけを作るため、スポーツ活動を

数値化して見ることができるアプリ等を活用し、ウオーキングな

どの軽運動に取り組みやすい環境を創出します。 

ニュースポーツの研究と事業の企

画、実施 

誰もが楽しめるニュースポーツを研究し、市民に普及させるため

の事業を企画、実施します。 

市民がニュースポーツに興味や魅力

を感じる情報発信 

多くの市民にニュースポーツに取り組んでもらうため、広報野々

市や市ホームページ、SNSなどを通じて広く情報を発信するとと

もに、発信内容についても、市民に関心を持ってもらえるような

内容に努めます。 

※５ スポーツを「する」「みる」「ささえる」の３つの活動においてポイント化し、誰でも気軽にスポーツに参

加できるきっかけをつくる石川県の公式アプリ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）高齢者のスポーツ活動促進 

生涯にわたって元気な生活を送るため、高齢者が気軽に参加でき、健康の増進や仲間同士の交流を図れるスポ

ーツ活動に取り組みます。 

  

［具体的な取り組み］ 

テーマ 内容 

高齢者向け市スポーツクラブの設立

促進や活動支援 

高齢者のスポーツ活動の支援のため、高齢者向けの市

スポーツクラブの設立促進や、既存の市スポーツクラ

ブの活動を支援する取り組みを実施します。 

高齢者に向けたスポーツ活動場所の

提供や講師の派遣 

より多くの高齢者がスポーツに取り組めるよう、高齢

者が気軽にスポーツ活動を実施できる場所の提供や、

高齢者向け市スポーツクラブに対する講師の派遣等を

行います。 

高齢者向けスポーツ大会の参加者増

加に向けた車両借上げの補助 

高齢者向けの交歓大会「石川県健康クラブ交歓大会」

等の参加者増加に向け、参加者の会場までの移動を支

援します。 

大学や市老人クラブ等と連携し、運

動能力の低下を防ぐ講習会等の開催 

高齢者の運動能力の低下を防ぐため、大学等と連携し

高齢者向けの講習会等を開催します。 

 

（３）女性のスポーツ参加の促進 

男性に比べて、女性のスポーツ実施率が全国的に低い傾向にあることから、女性もスポーツに参加しやすい環

境を整備し、女性の社会参加・活躍を促進します。 

 

［具体的な取り組み］ 

テーマ 内容 

女性が参加しやすいスポーツ環境の

整備 

女性がスポーツを実施する意欲の向上を図るため、女

性にとってスポーツがしやすい環境の整備を行いま

す。 

女性の指導者の養成 女性が気軽に市スポーツ教室や市スポーツクラブに参

加できるよう、女性指導者の養成に取り組みます。 

スポーツ団体等と連携した女性向け

市スポーツ教室の開催 

女性がスポーツに取り組むきっかけとなるよう、スポ

ーツ団体等と連携し、エアロビック等の女性向けの市

スポーツ教室を開催します。 

女性を対象とした市スポーツクラブ

の新規登録の促進 

女性がスポーツに取り組み、仲間同士の交流を図れる

よう、女性を対象とした市スポーツクラブの新規登録

を促します。 
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（４）障害者スポーツの推進 

誰もが同じように楽しめるスポーツの特徴を生かし、障害のある人もない人も共にスポーツを楽しめる環境を

作ることで、互いに支えあうことができる共生社会を推進します。 

 

 ［具体的な取り組み］ 

テーマ 内容 

障害者スポーツを行う裾野の拡大 市民の障害者スポーツへの理解を深め、障害のある人

はもちろん、障害のない人も障害者スポーツに興味を

持ち、取り組めるような環境を整備することで、障害

者スポーツを行う裾野の拡大を図ります。 

障害者スポーツを支える環境整備 より多くの障害者スポーツが行えるよう、市スポーツ

施設の整備や障害者スポーツ指導者の養成に取り組

み、障害者スポーツを支える環境を整備します。 

 

（５）市民の自主的なスポーツ活動の参加促進 

市民の自主的なスポーツ活動の場となる市スポーツクラブの活動を推進することで、誰もが身近で気軽にスポ

ーツを楽しむことができる環境をつくり、地域の発展と活性化をめざします。 

 

 ［具体的な取り組み］ 

テーマ 内容 

市スポーツ教室の充実 若年層から高齢者まで、市民が様々なスポーツに触れ

る機会を創出するため、各種スポーツ教室の充実を図

ります。 

また、市スポーツ教室でスポーツを体験した市民が、

よりレベルの高い競技スポーツに挑戦する意欲を持て

るように努めます。 

市スポーツクラブの新規登録の促進 広報野々市や市ホームページを活用し、市スポーツク

ラブの新規登録を促進することで、スポーツ人口の増

加を図ります。 

情報紙「スポーツガイドののいち」

の設置 

市内で活動するスポーツ団体や市スポーツ施設の情報

を掲載した「スポーツガイドののいち」を市内公共施

設に設置することで、市民がスポーツに取り組むきっ

かけを作ります。 

 

 

 

 

 

 

（６）スポーツに関わりを持つ市民の増加 

スポーツ活動に伴う市民の要求に応えるスポーツ施設の整備を行い、市スポーツ施設情報のネットワーク化と

利用システムを構築することにより、市民が気軽にスポーツを実施できる環境の整備をめざします。 

  また、学校部活動の地域移行について検討します。 

 

 ［具体的な取り組み］ 

テーマ 内容 

総合型地域スポーツクラブ※６の育成 年齢を問わず、市民がそれぞれのレベルに応じて様々

なスポーツに取り組むことができる総合型地域スポー

ツクラブはスポーツ活動の推進に大きく貢献するもの

であるため、本市における総合型地域スポーツクラブ

の設立を支援します。 

インターネットを活用したスポーツ

活動促進 

市民の誰もがスポーツに関する情報を簡単に得られる

よう、スポーツ施設やイベントの情報を市ホームペー

ジ等で公開します。 

また、市スポーツ施設の利用予約についても、インタ

ーネットを通じて予約ができるようにするなど、改善

を検討します。 

市民がスポーツ事業に参加しやすい

環境の構築 

より多くの市民にスポーツ大会やイベントに参加して

もらえるよう、市のスポーツ事業に関する情報を広報

野々市や市ホームページ、SNSなどを通じて広く情報を

発信するとともに、発信内容についても、市民に関心

を持ってもらえるような内容に努めます。 

市民にレベルの高いスポーツを観る

機会の提供 

市民にスポーツへの関心を持ってもらうため、プロス

ポーツチーム等と連携し、プロスポーツの試合をはじ

めとした、市民がレベルの高いスポーツを観る機会を

提供し、「みる」スポーツを推進します。 

学校の運動部活動の地域移行の検討 学校部活動の地域移行に伴い、地域住民が指導者とな

って子どもたちのスポーツ活動を支える必要があるた

め、この方法や在り方について検討します。 

※６ 地域住民が主体となって運営し、様々なスポーツのクラブ活動や教室の開催などを行うもの。 

 

【成果指標】 

成果指標 単位 現状値 目標値（R13） 

市スポーツ教室開催数 回／年 31（R3） 50 

市スポーツクラブ登録数 団体 36（R3） 45 
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２．スポーツ団体の育成 

 

（１）指導者の育成と指導力の向上 

スポーツ関係団体等と連携・協力を図り、子どもを指導するスポーツ指導者への研修プログラムを支援しま

す。また、指導者育成を推進するとともに指導者の資質向上を図る仕組みづくりに取り組みます。 

 

 ［具体的な取り組み］ 

テーマ 内容 

市内のスポーツ指導者や子どもの保

護者に向けた研修会等の開催 

正しくスポーツを指導し、子どもと関わりを持てるよ

う、プロスポーツチームや企業、大学等と連携し、ス

ポーツ指導に携わる指導者やスポーツに取り組む子ど

もを持つ保護者に向けた研修会等を開催します。 

市民に向けた研修会の開催 市民にもスポーツに関する様々な知識を得てもらうた

め、市民を対象にした研修会を開催します。 

  

（２）選手の発掘や競技力の向上 

各種スポーツ団体との連携・協力を図るなかで競技大会の充実、スポーツ環境の整備を行い、選手の発掘及び

競技力の向上を図ります。 

 

 ［具体的な取り組み］ 

テーマ 内容 

競技力強化に向けた多方面との連携 スポーツ競技力の強化のため、プロスポーツチームや

企業、大学等、多方面の団体と連携し、選手の発掘や

競技力向上に向けた取り組みを推進します。 

運動能力が伸びる時期の子どもたち

の運動能力の育成 

神経系が発達し、運動能力が伸びる時期といわれる

「プレゴールデンエイジ（５歳～８歳）」、「ゴール

デンエイジ（９歳～12歳）」の子どもたちが適切な運

動を実施できる環境を整備し、子どもの運動能力の発

達を促します。 

石川県民スポーツ大会への選手派

遣、競技力強化に向けた財政的支

援・活動場所の提供 

本市全体のスポーツ力の向上のため、石川県民スポー

ツ大会への選手派遣や競技力強化に向けた支援を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）スポーツ協会の設立支援及び自主運営 

市スポーツ協会の設立を支援し、自主的な運営を促すことで、市民のスポーツへの参加機会の拡充を図りま

す。 

 

［具体的な取り組み］ 

テーマ 内容 

市スポーツ協会の設立 本市のスポーツ活動の推進における中心的な存在とし

て、市スポーツ協会の設立を支援します。 

競技団体が主体となる事業の実施 市スポーツ協会の自主的な運営を促すため、各競技団

体が主体となって行う事業の実施を支援します。 

競技団体への専任事務員の配置 市スポーツ協会のスムーズな運営を実現するため、協

会専任の事務員を配置します。 

学校の運動部活動の地域移行につい

て、市スポーツ協会から指導者等の

派遣を検討 

学校の運動部活動の地域移行に対応するため、市スポ

ーツ協会からの指導者の派遣等を検討します。 

 

【成果指標】 

成果指標 単位 現状値 目標値（R13） 

指導者・市民向け講習会

参加者数 

人／年 15（R2） 50 

県民スポーツ大会への参

加競技数 

個／年 39（R1） 

 

46 
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３．スポーツ施設の利用促進と整備 

 

（１）市民に開かれた施設活用 

市民の誰もが利用しやすい環境づくり、利用方法の簡便化を進めるとともに、スポーツを身近に取り組める環

境づくりを進めます。 

 

 ［具体的な取り組み］ 

テーマ 内容 

市スポーツ施設の計画的な運用 限られた施設を最大限に有効活用するため、市内スポ

ーツ施設の計画的な運用を図ります。 

スポーツコミッションの検討 スポーツの効果を最大限に発揮するため、スポーツコ

ミッション※７の検討を行います。 

石川中央都市圏における施設の相互

利用 

近隣の４市２町（かほく市、金沢市、白山市、野々市

市、津幡町、内灘町）で構成される石川中央都市圏に

おける施設の相互利用について、協議を進めます。 

  ※７ スポーツ大会や合宿等、スポーツを通じた交流促進による地域の活性化や市外からの誘客をめざし、 

地方公共団体や企業、各種団体等が連携・協働する組織。 

 

（２）スポーツ施設・学校体育施設の計画的な運用 

市スポーツ施設や学校体育施設を今後も市内スポーツ団体に開放するとともに、利用条件の見直しなど利便性

の向上を図ります。 

 

 ［具体的な取り組み］ 

テーマ 内容 

市スポーツ施設、学校体育施設の計

画的な運用 

限られた施設を有効活用するため、市スポーツ施設や

学校体育施設の計画的な運用を図ります。 

学校体育施設開放運営委員会の開催 安全・安心に学校体育施設を利用するため、学校体育

施設開放運営委員会を開催し、学校体育施設の利用に

関する取り決めを行います。 

学校体育施設開放指導員打ち合わせ

会の開催 

安全・安心に学校体育施設を利用するため、学校体育

施設開放指導員打ち合わせ会を開催し、学校体育施設

利用の際のルールの確認等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）スポーツ施設の計画的な整備 

野々市市体育施設整備実施計画及び野々市市公共施設個別施設計画に基づき、計画的に市スポーツ施設の整備

及び改修を実施します。 

また、整備・改修にあたっては、ユニバーサルデザインの視点から、誰もが利用しやすい施設環境づくりに努

めます。 

 

 ［具体的な取り組み］ 

テーマ 内容 

既存計画に基づいた市スポーツ施設

の整備・改修の実施 

野々市市体育施設整備実施計画及び野々市市公共施設

個別施設計画に基づき、新たなスポーツ施設の整備や

既存スポーツ施設の整備・改修を実施します。 

  

【成果指標】 

成果指標 単位 現状値 目標値（R13） 

市スポーツ施設利用者数 人／年 277,531（R3） 420,000 

 

第５章 本計画の推進体制と評価・検証 

（１）推進体制 

基本理念「スポーツでもっと楽しく みんなの笑顔が輝くまち ののいち」、これに基づく基本目標や基本方針

の達成に向けて、本計画が効果的に実施されるよう、次のとおり進行管理等を行います。 

 

【協働による事業推進】 

本市では総合計画等において、市民協働のまちづくりを掲げており、市民が主体的にスポーツを楽しみ、また、地

域での交流を図ることができるよう、市、市民、スポーツ団体、事業者などが連携・協働し、一体となって効果的

に計画を推進します。 

 

（２）評価・検証 

本計画に沿った総合的・計画的かつ効果的な事業を実施し、着実に本計画を推進するため、市民や学識経験者

で構成される「野々市市スポーツ推進審議会」において、本計画の取り組みに関する進捗状況の評価等を行いま

す。 


